
＜取扱代理店＞エムエスティ保険サービス株式会社

＜引受保険会社＞東京海上日動火災保険株式会社 金融法人部三菱ＵＦＪ室

※1

※1 大口団体扱割引10％は2025年10月1日から2026年9月30日までの始期契約に適用されます。割引率は毎年の団体の契約件数により見直されます。



ご存知ですか？三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの団体扱火災保険※1

＜手順＞
①QRコードを読み取る
②お問い合わせ内容、お客様情報を入力する

●大口団体扱割引10％は2025年10月1日から2026年9月30日までの始期契約に適用されます。割引率は毎年の団体の契約件数により見直され
ます。
●団体扱一時払は一般契約一時払に比べて５％割安です。保険期間が1年の場合に限ります。
●大口団体扱割引10%ならびに団体扱一時払の5％割引は地震保険には適用されません。地震保険は住まいの保険とあわせてご契約いただけます。
●ご契約者は三菱UFGフィナンシャル・グループ（MUFG）に勤務し、毎月給与のお支払いを受けている方、及び退職者に限ります。
（対象となる系列会社については取扱代理店までお問合せください）
●被保険者（補償を受けられる方）は、ご契約者、ご契約者の配偶者、ご契約者またはその配偶者の同居の親族、ご契約者またはその配偶者の別居の
扶養親族のいずれかの場合に、ご契約いただけます。
●退職等により給与の支払いを受けなくなった場合等には団体扱特約が失効し、残りの保険料を一括してお支払いいただくことがあります。
●「トータルアシスト住まいの保険」は、住まいの保険および地震保険のペットネームです。このチラシは住まいの保険（団体扱）の概要についてご紹介した
ものです。ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。また詳しい補償内容については「ご契約のしおり（約款）」に記載して
いますので、必要に応じて東京海上日動のホームページ（www.tokiomarine-nichido.co.jp）でご参照いただくか、代理店または東京海上日動に
ご請求ください。ご不明な点等がある場合は、代理店または東京海上日動までお問い合わせください。
●団体扱の対象となる方の範囲、団体扱特約失効時の取扱い、その他ご不明な点等がある場合は下記のご連絡先取扱代理店までお問い合わせくだ
さい。
●当代理店は、ご提供いただいた個人情報を引受保険会社より委託を受けて行う損害保険の募集およびこれに付帯・関連するサービスの提供等に利用
させていただくことがあります。引受保険会社における個人情報の取扱い等については、東京海上日動火災保険株式会社のホームページに掲載しており
すので、ご参照ください。
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＜QRコード＞

送信前にご確認ください。
①メールアドレスはあっていますか。
②必要事項 入力していますか。

スマホから
簡単に!

三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの火災保険は大口団体扱割引が適用されるため

保険料が１０.０％※2割安です！

（ＯＢの皆さまは口座振替でのお支払い）

ご加入時に現金は不要。保険料は給与控除！

保険のプロであるエムエスティ保険サービスが皆さまの安心をサポートします！

お問い合わせ先
【取扱代理店】 エムエスティ保険サービス株式会社

リテールビジネスオフィス MUFGグループ
◆連絡先◆ 0120-678-158 Email:SH3336@mst-is.co.jp

平日9:00－17:00（土日祝休）

【引受保険会社】 東京海上日動火災保険株式会社 金融法人部 三菱ＵＦＪ室
〒100-8050 東京都千代田区大手町2-6-4 常盤橋タワー
TEL:03-6704-4064 平日9:00－17:00（土日祝休）

下記のＱＲコードから簡単に見積をご依頼いただけます。

※1 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループにおける団体扱火災保険であり、引受保険会社における団体扱火災保険です。トータルアシスト住まいの保険。
※2 大口団体扱割引10％は2025年10月1日から2026年9月30日までの始期契約に適用されます。割引率は毎年の団体の契約件数により見直されます。


